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運送法制研究会 第１４回 議事要旨 

 

１ 日  時  平成２５年１０月１７日（木）自 １８時１５分 

至 ２１時００分 

２ 場  所  公益社団法人商事法務研究会会議室 

３ 議事概要 

船舶衝突・海難救助に関する問題点の検討及び共同海損・船舶先取特権に関

する問題点の検討（研究会資料１０，１１参照） 

⑴ 冒頭，一般社団法人日本船主協会から，商法第３編海商に関する要望事項

について，項目を絞って補足説明がされた。 

○ 外航と内航の規律は，基本的に同じ海上危険の中で遂行されている事業

であるので，原則として外航の規律に合わせ，そのまま内航の規律とする

ことが相当ではないものについて，特則を設けることが望ましい。 

○ 国際海上物品運送法は，商法海商編の規定，商行為編の運送営業の規定

又は運送取扱営業の規定を適用し，又は準用しているので，分かりにくい。

例えば，外航にとっては重要な船荷証券の規定が，実際には利用されてい

ない貨物引換証の規定を準用している。 

○ 至上約款（船積国の国際海上物品運送法又はヘーグ・ルール立法に基づ

いて効力を生ずるとするもの）が船荷証券にはよく入っているが，日本の

国際海上物品運送法には，裏書譲渡の方法等ヘーグ・ルールにはないもの

があるところ，準拠法が外国法の場合には，至上約款によって，日本法に

よって判断されるのか，準拠法による外国法によって判断されるのかが分

かりにくい。 

○ 船長の代理権は，現在は，日本籍船に適用があると思われるが，外国船

が日本に寄港した場合に，当該船舶の船長に代理権があることを証明する

ことは困難であるから，日本に寄港する船舶である限り，船舶の国籍を問

わず，船長の代理権に関する規律が適用されるようにして欲しい。 

○ 定期傭船契約については，研究会ではこれまで何らかの規律を設けるこ

とに異論がなかったが，業界の中には，千差万別の契約をどのように位置

付けるかといった問題が生ずるのではないか，立法化すると，柔軟性が損

なわれるのではないかという観点から，立法化に消極的な意見もあった。 
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○ 定期傭船契約に関して，船舶所有者の衝突責任に関する規律等に関する

要望を記載していないが，これは，定期傭船契約の法的な性質が明らかと

なれば，自ずと出てくる問題であるので，それらの規律の整備を個別に求

める必要はないという趣旨である。 

⑵ 研究会資料１０（船舶衝突・海難救助に関する問題点の検討）について 

ア まず，環境損害に関する規律（第２の６）の導入の要否について，議論

がされた。 

○ 先進国を始めとする多くの諸外国は８９年救助条約を批准しており，

本年７月末現在で，締約国は６３か国に達している。同条約は，高まる

環境意識に配慮した特別補償の規律を設けているが，これは，環境損害

が生じ得るケースで救助対象物の価値が低い場合に，困難な救助活動を

躊躇するのではないかとの心配から生まれた救助者への補償制度であっ

て，重要である。 

○ 海難救助と深い関わりがある国際条約としては，２００８年に発効し

たバンカー条約があり，本年７月末現在で，締約国は７２か国に達して

いる。このほか，未発効のものとして，危険物質・有害物質に関するＨ

ＮＳ条約や，海難残骸物の除去に関するナイロビ条約がある。 

○ これらの条約においては，環境損害の防止等のために合理的な措置が

とられたときは，船舶所有者がその費用を負担することとされており，

このような私法ルールは，現在の国際標準であるというべきである。 

○ 日本海運集会所書式やＬＯＦにおいても８９年救助条約と同様の条項

が設けられており，世界標準として定着していることから，現在におい

て商法の規律を見直すのであれば，環境損害に関する規律を導入すべき

である。 

○ この点に関する議論をする際には，契約救助又は任意救助のいずれを

前提にするかを明らかにする必要がある。実務上一般的な専門的救助業

者による契約救助では，当事者が特約をするので，特段の問題は生じて

いない。議論の中心は，任意救助に関する規律をどのようにするかであ

る。 

○ 内航の任意救助に与える影響等を踏まえて慎重に検討すべきである。 

○ 船主としては，費用の負担等の関係もあり，全てが賛成しているわけ
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ではないと思う。 

○ ２１世紀の現在において，環境損害と密接に関係のある救助活動につ

いて，環境損害に関する規定を何も定めない法制とするわけにはいかな

いのではないか。ただし，８９年条約を批准しない場合に，多数の規律

を８９年条約に合わせると，１０年条約が適用される場合と商法が適用

される場合とで規律が２分されてしまうので，時効期間や環境損害に関

する規律等２，３の論点についてのみ，１０年条約そのものとは異なる

規律を整備するという方向性は正しいと思う。もっとも，本来は，商法

を１００年も前の１０年条約に合わせることを前提に一定範囲で８９年

条約との整合性について検討するのではなく，端的に８９年条約を批准

することが望ましい。今回の作業の射程外の話かもしれないが，海事関

係の条約については，もう少し国際化を図ることを考慮すべきである。 

イ 次に，研究会資料に掲げた問題点とは別に，担保の提供に関する船主の

協力義務の規律の新設の要否について，議論がされた。 

○ 現状では，船主の協力を得ながら，荷主から担保の提供を受けている

が，商法上も，８９年救助条約第２１条のような規律を設けることが望

ましい。なお，中国では，船主に対する担保提供義務を認めている。 

○ 契約救助では，主要な定型契約書式において８９年救助条約と同様の

規律が既に設けられているため，商法の規律が実際に適用される場面と

しては任意救助が想定されるが，任意救助において，先取特権による保

護に加えて担保提供義務等を設ける必要性はあるのか。 

○ 商法に担保の提供に関する船主の協力義務に関する規定がない場合に

は，例えば，船主や貨物保険会社が外国人であるときは，貨物保険会社

から保証状を得られないこともあるが，荷主から船主に対して貨物の引

渡しが請求されると，救助業者としては，担保を失う可能性がある。 

○ 同条第２項の協力義務については，法律は権利義務を規定するもので

あるので，協力義務というものを規定することは困難ではないか。 

○ 協力義務が規定できないのであれば，担保を提供する義務を定め，担

保が提供されるまでは，救助者の同意なくして被救助物を移動させては

ならないとする同条第１項及び第３項の規律の要否について，検討すべ

きであり，その場合には，船舶先取特権に加えて，さらに当該規律が必
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要とされる場面があるか否かが問題となるのではないか。 

⑶ 研究会資料１１（共同海損・船舶先取特権に関する問題点の検討）につい

て 

ア まず，共同海損の基本方針（第１の１）について，以下の指摘があった

ほか，ヨーク・アントワープ・ルール（以下「ＹＡＲ」という。）の規律の

うち基本的なものを採り入れ，これと整合しない点を改めることとするこ

とについては，異論がなかった。 

○ ２００４年のＹＡＲについては，ほぼ使われていない。９０年修正の

１９７４年のＹＡＲと１９９４年のＹＡＲが使われている。Ｂ／Ｌに印

刷されているので，古いＢ／Ｌがなくなると，９４年のＹＡＲの割合が

増えることとなる。 

○ 内航の共同海損は，減少している。また，日本海運集会所の基本契約

に沿って契約を締結したり，そのような契約がない場合には，事後的に

７４年や９４年のＹＡＲによる旨を関係者間で合意して精算をしたりし

ている。そのため，商法の適用場面というのは，ほとんどない。 

イ 次に，共同海損の成立（第１の２）について，共同の危険の対象として

は，燃料やコンテナもあるので，船舶及び積荷に限定しないことで構わな

いとの指摘があった。また，共同海損行為者を船長に限定しないことにつ

いては，異論がなかった。 

ウ 続いて，共同海損の分担（分担義務者）（第１の３）について，規律の在

り方を中心に議論がされた。 

○ 規律の見直しに当たっては，ＹＡＲと同様に，残存主義を採ることで

よい。 

○ 補足説明１②ｂ（商法第７９０条ただし書参照）について，ＹＡＲ第

１７条第１項に同旨の規律があるが，原則として積荷の価額には運送賃

を含むとしつつ，仕向地における積荷の引渡しを支払条件とする運送賃

は含まない（運送賃が積荷の所有者以外の者の危険負担に属するときは

含まない）としており，商法のような規定振りよりも分かりやすいので

はないか。 

○ 補足説明１④については，商法第７８９条のように画一的に運送賃の

半額に応じた割合によるとするよりも，ＹＡＲ第１７条第２項を参考に
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した規律にすることが適切であるが，この運送賃が仕向地における積荷

の引渡しを支払条件とする運送賃であることを明確にするのがよい。 

○ 補足説明１⑤については，独立の項目を設けずに，補足説明１①から

④までの額にそれぞれ加算するとの考え方の方が計算のためには便宜で

ある。 

○ 補足説明１⑤については，基本的な考え方を示す観点からは，商法第

７８９条のように，補足説明１⑤を独立の項目として掲げた方が，共同

海損行為により滅失した（残価が零となった）財産の利害関係人も共同

海損を分担することが明確となり，分かりやすいのではないか。 

○ 補足説明１⑤は，共同海損である損害に限られ，共同海損である費用

を含まないことに注意する必要がある 

エ 続いて，共同海損となる損害（第 1の４⑴）について，補足説明（注１）

及び（注２）を中心に議論がされた。なお，補足説明本文については，特

段の異論はなく，同（注３）について，実例はないとのことであった。 

○ 補足説明（注１）に関して，ＹＡＲ第１０条，第１１条の避難港費用

の中には，共同利益主義に基づくものが多いが，商法において基本的な

考え方を示すというのであれば，共同安全主義の規定を維持することで

もやむを得ない。 

○ 補足説明（注２）に関して，ＹＡＲ第Ｃ条第３項の規律（共同海損行

為と相当因果関係のある損害又は費用であっても，滞船料，商機の逸失

及び遅延による一切の損害並びに一切の間接損害は共同海損として認容

しないとするもの）については，実務の観点からは，特に遅延損害等を

中心に同項を国内法化することが望ましいが，商法上は共同海損の基本

的な考え方を示すにとどめるというのであれば，商法に規律を設けない

としてもやむを得ない。 

オ 続いて，分担されない損害(第１の４⑵)について，商法の規律を改め，

運送契約で許容されている甲板積みの積荷に生じた損害を共同海損とする

かとの問題点を中心に議論がされた。なお，補足説明（注１）については，

異論がなかった。 

○ 以前から材木船の材木はデッキ上に積んでいる。また，コンテナ船は

コンテナをデッキ上に積んでいることから，商慣習がある場合や運送契



6 

約で許容されている場合には共同海損とすることが適切である。 

○ ロッテルダム・ルールズ第２５条では，明文で甲板積みができる場合

をいくつか規定している。なお，ＹＡＲについても，現在見直し作業が

行われており，ロッテルダム・ルールズとの整合性の観点から議論され

る可能性がある。したがって，｢運送契約上甲板積みが許される場合｣な

どといった表現にするのが，どのような事態にも対応できるので，無難

である。 

○ （注２）に記載されている理解は正しいが，それに即して過失の有無

を問題とするというよりは，運送責任を負うような人に求償することが

できるという趣旨が明確になるような文言を検討することが望ましい。 

カ 消滅時効（第１の５）について，消滅時効の起算点を規定する商法第７

９８条第２項の規律を維持することについては，異論はなかった。 

キ 準共同海損（第１の６）については，特段の異論がなかった。 

ク 続いて，船舶先取特権を生ずる債権の範囲（総論）（第２の１）について，

議論がされた。 

○ 船舶金融の際に，意識的に船舶先取特権を意識しているわけではない

が，抵当権を設定する際の掛け目の中にそのリスクが含まれているとも

いえるのではないか。また，外航の場合は，船舶先取特権が主張された

場合に，船主が自己資金で対応できない場合があり，その場合は差押え

がされている。 

○ ９３年条約は，貨物損害については，保険により損害を補塡し得ると

して船舶先取特権を認めないとしているが，貨物保険に入っていないこ

ともあるし，保険者が保険代位により求償するに当たり，船舶先取特権

が認められないこととなると，保険料に影響が生ずるおそれもある。 

○ イギリスやアメリカでは，船舶先取特権がなくても船舶のアレストが

容易であるが，我が国では，そのような法制ではなく，貨物損害に対し

ても船舶先取特権を認める必要がある。 

○ 船舶先取特権については，国際私法上，どのような場合に我が国の規

律の適用があるのか見解が分かれており，立法により解決すべきである。 

○ 国際私法については，近時全面的な見直しがされ，平成１８年に法の

適用に関する通則法が制定されたが，その際の法制審議会国際私法（現
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代化関係）部会においては，法定担保物権に関する特段の規定を設けな

いこととされている。立法をするには，関係者のコンセンサスが必要で

あることに御理解賜りたい。 

ケ 続いて，船舶先取特権を生ずる債権の範囲（各論）として，商法第８４

２条第６号及び第８号（第２の２⑴ア）について，これらの規定の削除の

要否を中心に議論がされた。 

○ アメリカでは，必要品等に関する債権について，船舶先取特権が生ず

るが優先的船舶抵当権には劣後するとされるが，これは原則であり，ア

メリカ国籍以外の船舶に対しては，優先的船舶抵当権に優先するとの例

外がある。 

○ 少なくとも内航の場合は，燃料の供給業者は，船主（又はオペレータ

ー）との関係が密接で，その経営状態をある程度は把握し得るのであり，

掛けで燃料を供給し続け，未払の燃料代金債権が多額となってから船舶

先取特権を主張するようなケースもみられる。 

○ 定期傭船契約において燃料代は定期傭船者が負担しているところ，定

期傭船者が破綻すると，返船後，相当期間が経過した後に，燃料の供給

業者が船舶所有者に対して船舶先取特権を主張するケースがある。 

○ 裁判例では，商法第８４２条第６号の要件を狭く解し，新たな航海の

開始のために必要なものを含まず，既に開始された航海を継続するため

に必要なものに限るとされている。 

○ 外航の場合は，内航と異なり，特定の業者からではなく，立ち寄った

寄港地で燃料を供給するのが通常である。 

○ 燃料代金債権の金額は大きいが，通常の運航費用というべきであり，

燃料の供給業者に対してしかるべき保護を与える必要がある。 

○ 世界的に見た場合には，商法第８４２条第６号及び第８条の債権に相

当する債権を被担保債権とする船舶先取特権は，必ずしも船舶抵当権に

優先していないのであり，このような考え方については妥協の余地があ

るのではないか。 

コ 続いて，雇用契約によって生じた債権（第２の２⑴イ）について，船舶

先取特権が生ずる債権の範囲に関する問題点を中心に議論がされた。 

○ 船舶先取特権を生ずる債権の範囲について，商法第８４２条第７号の
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規定振りでは退職金債権が含まれると解釈されるおそれがあるが，船員

が１日しか乗船していないにもかかわらず多額の退職金債権につき船舶

先取特権が認められることは，不当である。 

○ 上記債権の範囲について下級審の裁判例は分かれており，福岡高裁昭

和５２年７月７日判決・判例時報８７５号１０６頁は，給料のほか，各

種手当及び退職金も，当該船舶への乗組期間の割合に応じた限度で含ま

れるとした上で，算出基礎となる乗組期間は，過去１年以内に雇止めと

なった乗組に限られると判示している。これに対し，大阪高裁昭和５２

年１０月２８日判決・判例時報８８５号１６０頁は，商法第８４２条第

７号の被担保債権には発生上の限定がないから，退職金債権を含め，船

員らにつき雇用契約によって生じた全ての債権が同号の保護の対象とな

ると判示している。 

○ 同号の雇用契約は，沿革的には船員法所定の雇入契約を指すものと考

えられるし，９３年条約第４条第１項(a)において船舶先取特権を認める

範囲も，「employment on the vessel」と規定されているところ，これら

は，特定の船舶との牽連性を有する賃金債権を念頭に置くものである。 

○ 明治３２年の商法制定時には，船員の雇入れ期間は１年に制限されて

いた。また，当時，退職金制度は普及しておらず，退職金債権が船舶先

取特権の被担保債権になるとの認識はなかったのではないか。 

○ 今日では，船員の雇用契約は，一航海単位ではなく，継続して船主等

に雇用されており，陸上労働者の雇用形態と異なるところはない。船員

の労働債権に限って特別の保護を与える必要はないのではないか。 

○ 我が国においては，退職金債権の額が大きく，国際的に見た場合に，

我が国のみ船舶先取特権が認められる範囲が多額になることとなる。例

えば，竣工後７年の船舶に対して，勤続年数３０年の船員がこれに対応

する退職金請求をしたケースもある。 

○ この規定の趣旨につき，労働者保護という社会政策の側面だけを強調

すれば，全ての退職金債権に船舶先取特権を認めることにも繋がるかも

しれないが，海上企業活動に寄与した船主の債権者の共同の利益のため

に生じた債権という側面があるとすると，当該労働者が海上企業活動に

寄与した乗船期間に見合った期間に生じた賃金債権に限るとの結論に繋
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がる。この規定の趣旨の理解にも関わると思われる。 

○ 船舶先取特権の順位や除斥期間の起算点については，上記のような債

権の範囲と合わせて議論すべきではないか。 

サ その他の商法上の船舶先取特権（第２の２⑴ウ）について，商法第８４

２条第１号，第２号，第４号（曳船料に係る部分に限る。）及び第５号（共

同海損に係る部分に限る。）の削除については，特段の異論がなかった。 

シ 続いて，船主責任制限法第９５条（第２の２⑵）について，積荷損害に

ついて船舶先取特権を認める現行法を改めるべきかを中心に議論がされた。

なお，人身損害に関し，船舶の運航に直接関連して生ずる人身損害に基づ

く債権について，制限債権か否かを問わず，船舶先取特権を認めることと

することについては，特段の異論はなく，その順位について，財産権侵害

に関する船舶先取特権と差異を設けることもあり得るのではないかとの指

摘があった。 

○ イギリスやアメリカでは，積荷損害がある場合の船舶のアレストが容

易であり，船舶先取特権による保護がなくても問題は生じないが，その

ような前提のない我が国では，船舶先取特権による保護が必要である。 

○ 貨物損害について，保険により損害を補塡し得るので船舶先取特権を

認める必要はないといわれることがあるが，実際には，Ｐ＆Ｉ保険の保

険者が保証状を発行して，後日争うのが実務であるし，保険者が保険代

位により求償するに当たり，船舶先取特権が認められないこととなると，

保険料に影響が生ずるおそれがあるから，上記のような主張は適切でな

い。 

○ 船主責任制限法第９５条の船舶先取特権は不法行為に基づく請求権も

含まれるため，実務上は同条による主張が多く，国際海上物品運送法第

１９条の船舶先取特権を主張することはあまりない。 

ス 続いて，国際海上物品運送法第１９条第１項（第２の２⑶）を削除する

ことについて議論がされた。 

○ 実務上，契約責任と不法行為責任の双方を含む船主責任制限法第９５

条の船舶先取特権による主張が多く，国際海上物品運送法第１９条の船

舶先取特権を主張することはあまりない。 

○ 国際海上物品運送法第１９条の船舶先取特権は，同法が商法第７５９
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条を準用しないために設けられたという経緯があるところ，本研究会に

おいて同条の削除が検討されていることに照らすと，その存在意義を説

明することが困難になる。 

セ 船舶先取特権の目的（第２の３）について，実務では，未収運送賃の特

定ができないため，これに対して船舶先取特権を行使する事例はないとの

指摘があり，これを削除することについては，異論はなかった。また，数

回の航海について生じた船舶先取特権間の順位について，後の航海によっ

て生じたものが優先するとの規律（商法第８４４条第３項）を削除すると

ともに，救助料の船舶先取特権は，救助の作業前に生じていた他の船舶先

取特権に優先する旨の規律を設けることについても，特段の異論はなかっ

た。 

ソ 船舶先取特権の消滅事由（第２の４）について，船舶の売買の際に，こ

の規定により公告をし，船舶先取特権を消滅させるための手続をとったこ

とがある旨の指摘があった。 

タ 最後に，船舶賃貸借における民法上の先取特権の効力（第２の５）につ

いて，船舶所有者側の主張を中心に議論がされた。 

○ 船舶所有者以外の者の債務につき先取特権が生ずるというのは，例外

的な規律であるので，限定的に解釈すべきである。 

○ 動産保存の先取特権は，商事消滅時効の適用があるときは５年間存続

するところ，登記による公示機能を有しない動産保存の先取特権がこの

ように長期にわたり存続することは，債権者保護に偏り，船舶所有者の

負担が重過ぎる。 

○ 商法第７０４条第２項の先取特権を船舶先取特権に限定する場合には，

修繕業者は，注文者が船舶の賃借人か否かを調査し，賃借人であるとき

は，修繕費の支払を担保する措置を講ずる必要に迫られるのではないか。

発航前の燃料の供給についても，同様ではないか。 

○ 少なくとも内航の場合は，燃料費や修繕費につきその都度の現金払に

なるのではなく，船舶所有者が破綻するまで未払金が累積するのではな

いか。また，修繕費に関する留置権も，船舶所有者が事業の継続を諦め

るような段階にならないと行使されないのではないか。 

○ この論点は，転用物訴権に関する判例（最高裁平成７年９月１９日第
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三小法廷判決・民集４９巻８号２８０５頁）と密接な関係にある。判例

では，賃借人から請け負って修繕工事をした者が所有者に対して不当利

得の返還を請求することができる場合を狭く解している。商法第７０４

条第２項の規律の在り方との関係では，船舶賃借人の債務について，船

舶所有者が責任を負うべき範囲を広げる根拠は何かが問題となるのでは

ないか。 

○ 商法第７０４条第２項の先取特権を船舶先取特権に限定する前提とし

て，船舶について民法上の先取特権が成立するか否かも問題となる。 

４ 次回予定 

日 時  平成２５年１１月１２日（火）１８：００～ 

場 所  商事法務研究会会議室（予定） 

内 容  運送法制研究会報告書案についての検討 

以 上 


